
目

次

告

示

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

○
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
一

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
企
業

支

援

課
）
…
二

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

正

誤

○
令
和
六
年
六
月
二
十
六
日
定
例
正
誤
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
及
び
更
生

医
療
）
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
想
い

三
戸
郡
南
部
町
大
字
大
向
字
小
波
田
四
七
の

二

令
和六･
七･
一

い
ち
い
薬
局
鰺
ヶ
沢
病
院
店

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
蒲
生
一

〇
六
の
一
〇

〃

青
森
県
告
示
第
四
百
十
二
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
六
年
五
月
九
日
、
同
月
十
日
及
び
同
年
六
月
十
一
日
収
去

さ
せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
表
す
る
。

令
和
六
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
報
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第
七
百
八
十
八
号

令
和
六
年七

月
十
七
日

（
水
曜
日
）



公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
ケ
ー
ユ
ー
青
森
７
号
バ
イ
パ
ス
店

青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
矢
作
六
八
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ケ
ー
ユ
ー

東
京
都
町
田
市
鶴
間
八
丁
目
一
七
の
一

代
表
取
締
役

井
上
久
尚

三

市
町
村
の
意
見
の
概
要

１

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
、
そ
れ
に
係
る
関
係
省
令
及
び
青
森
市
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
条
例
を
遵
守
す
る
こ
と
。

２

青
森
市
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
減
量
化
等
に
係
る
指
示
に
関
す
る
要
綱
の
規
定
に
よ
り
、
事

業
系
一
般
廃
棄
物
の
減
量
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
減
量
化
及
び
資
源
化
に
努
め
る
こ
と
。

３

青
森
市
清
掃
工
場
で
は
「
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
古
紙
類
の
搬
入
制
限
」
を
行
っ
て
い
る
た

め
、
段
ボ
ー
ル
や
新
聞
だ
け
で
な
く
、
雑
が
み
（
空
き
箱
、
カ
タ
ロ
グ
、
コ
ピ
ー
用
紙
な
ど
）
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製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
造
（
輸
入
）
年
月

試
験
項
目

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

丸
光
水
産
株
式
会
社
本
社
工
場

八
戸
市
諏
訪
二
丁
目
26の
16

同
左

60％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

6.5
粗
た
ん
白
質
、
粗
灰
分
、
水
分

無

Ｊ
Ａ
全
農
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

肉
牛
用
新
銀
河
２
号

6.5
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
T
D
N
、
水
分

無

Ｊ
Ａ
全
農
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

繁
殖
か
ぁ
ー
ち
ゃ
ん

6.5
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
T
D
N
、
水
分

無

Ｊ
Ａ
全
農
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

た
ま
ご
工
房
Ｄ
Ｘ

6.5
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
８

同
左

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン

Ｆ
Ｏ
麦
小
町

6.6
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
T
D
N
、
水
分

無

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
８

同
左

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン

Ｆ
Ｏ
大
雛
１
４

6.6
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
８

同
左

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン

Ｆ
Ｏ
真
健
仕
上
Ｅ
Ｘ
Ｍ
α

6.6
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無



の
分
別
を
行
う
な
ど
、
古
紙
類
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
防
水
加
工
紙
、
感
熱

紙
な
ど
、
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
な
い
紙
類
も
あ
る
た
め
、
古
紙
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
行
う
業
者
と
確

認
す
る
こ
と
。

４

定
格
出
力
が
七
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
送
風
機
（
換
気
フ
ァ
ン
や
室
外
機
の
送
風
機
部
分

等
）
や
、
燃
料
消
費
量
が
十
五
リ
ッ
ト
ル
毎
時
以
上
の
灯
油
等
の
ボ
イ
ラ
ー
等
を
設
置
す
る
場

合
は
、
騒
音
規
制
法
や
青
森
県
公
害
防
止
条
例
に
基
づ
く
届
出
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
届
出
を

要
す
る
設
備
を
設
置
す
る
場
合
は
、
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
。

５

重
機
等
に
よ
る
除
排
雪
を
行
う
場
合
は
、
発
生
す
る
騒
音
に
よ
り
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
を

悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
、
実
施
方
法
や
時
間
帯
等
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

６

廃
棄
物
の
保
管
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
保
管
基

準
を
遵
守
す
る
こ
と
。

７

産
業
廃
棄
物
と
一
般
廃
棄
物
が
混
在
し
な
い
よ
う
に
保
管
場
所
を
確
保
す
る
ほ
か
、
従
業
員

へ
の
指
導
や
掲
示
物
な
ど
、
保
管
場
所
が
適
正
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

８

廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
す
る
際
に
は
、
廃
棄
物
の
種
類
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
産
業
廃
棄
物
処

理
業
の
許
可
を
有
す
る
者
（
収
集
運
搬
、
処
分
）
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
有
す

る
者
（
収
集
運
搬
、
処
分
）
に
委
託
す
る
等
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
定

め
る
委
託
基
準
を
遵
守
し
適
正
に
処
理
を
行
う
こ
と
。

９

廃
棄
物
の
種
別
に
つ
い
て
、
「
金
属
製
廃
棄
物
等
」
、
「
ガ
ラ
ス
製
廃
棄
物
等
」
及
び
「
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
廃
棄
物
等
」
、
「
廃
油
」
な
ど
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の
が
産
業

廃
棄
物
に
該
当
す
る
な
ど
、
そ
の
性
状
及
び
事
業
活
動
に
よ
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
若
し
く
は
一

般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
か
が
異
な
る
た
め
留
意
す
る
こ
と
。

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

令
和
六
年
七
月
十
七
日
か
ら
同
年
八
月
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

石
澤
建
材

二

氏
名

石
澤
將
隆

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
ぐ
み
の
木
三
丁
目
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
六
）
第
一
四
三
四
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
七
月
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

前
記
建
設
業
者
が
建
設
業
法
第
八
条
第
七
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
が
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
四
月
二
日
以
降
、
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄

附
を
受
け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
十
七
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德
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政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

翠
葉
会

丸
野

達
夫

丸
野

弘
男

青
森
市
桜
川
二
丁
目
二
一
の
七

伊
藤
良
二
後
援
会

伊
藤

良
二

伊
藤

花
江

つ
が
る
市
木
造
照
日
一
四
の
二

齊
藤
渡
後
援
会

齊
藤

渡

齊
藤

香
子

つ
が
る
市
稲
垣
町
沼
舘
友
開
一

佐
藤
ひ
ろ
ま
さ
後
援

会

磯

知
繁

佐
藤

友
恵

む
つ
市
並
川
町
二
一
の
四

須
藤
尚
人
と
新
し
い

大
鰐
を
つ
く
る
会

二
川
原

和
男

須
藤

尚
人

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
蔵
館
字

山
下
五
九
の
二
六

中
村
ミ
ツ
オ
後
援
会

久
保
田

顕
一

久
保
田

顕
一

青
森
市
大
字
油
川
字
岡
田
八
五

の
二
一

古
田
和
之
後
援
会

古
田

和
之

小
田

公
征

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
又
重

字
舘
町
一
六

三
上
み
つ
る
後
援
会

倉
内

勉

三
上

政
子

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
廐
増

川
二
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